
認知症の人と家族への支援について　

出雲市健康福祉部医療介護連携課
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出雲市認知症施策推進計画について

　全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができ
るよう、令和5年(2023)6月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」（令和5年法律第65号。以下「認知
症基本法」という。）が制定され、認知症の人や家族等の意見を聴きながら、認知症施策を推進していくこととされました。 
　そして出雲市では、認知症の人とその家族への支援に関わる保健・医療・福祉の関係者で構成される「出雲市認知症施
策強化検討会」 に検討いただき令和7年1月に「出雲市認知症施策推進計画」を策定しました。 また、市内の認知症
の人とその家族への聞き取りアンケートの実施結果や、認知症に関する各相談支援機関状況のヒアリングの結果、多くの
関係者の意見を計画に反映しました。 
　人生100年時代を迎える中、高齢化の進展による認知症高齢者の増加を見据えつつ、様々なライフイベントに直面する若
年性認知症の人の抱える課題へ適切に対応しながら、認知症の人を含め、一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮し、
相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会を実現させていくに当たり、以下の基本方針の下施策を推進
していきます。 
 

 

基本方針 

認知症の人やその家族等とともに認知症施策を推進し、誰もが認知症になり得る中において市民一人
ひとりが、認知症への正しい知識を持ち、認知症の人が基本的人権を有する個人として認知症とともに
希望を持って生きるという考え方（新しい認知症観）を自分ごととして理解することで、誰もが安心して認
知症になれるまちづくりを進めます。

 
 

新しい認知症観の理解のために各事業をご利用・ご参加ください
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出雲市の認知症施策【認知症ケア・フォーラム】

目的：認知症に関する市民の理解を深める
日時：毎年9月（令和7年度から認知症月間に合わせ開催）
内容：認知症の本人等による講演

令和8年度開催予定
令和8年9月13日（日）午後

3



出雲市の認知症施策【認知症サポーター養成講座】

　認知症キャラバン・メイト＊1の協力のもと、
認知症について正しく理解し、認知症の人
や家族を温かく見守る応援者である認知
症サポーターを養成するため、認知症サ
ポーター養成講座を開催しています。
　事業所単位やお友達等誘い合って
受講してください。
 
＊1　認知症キャラバン・メイト：「認知症サポーター養
成講座」において、講師を務める人。所定の養成研修
を受講後、登録し、認知症に関する知識や認知症の人
への接し方などの普及啓発を行う役割を担う。 
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出雲市の認知症施策【認知症ハンドブック】

    認知症が疑われる症状が発生した時から認知症の進行状況に応じて、いつ、どこで、何を
するべきなのか、どのようなサービスを受けることができるのかなどについて、医療・介護関
係者をはじめ市民に対しても分かりやすく伝わるよう、その普及に努めています。令和７年度
には認知症ハンドブックに認知症基本法を踏まえた内容に見直し、認知症当事者の気持ち
や周囲の関わりについてわかりやすく記載しています。手に取って見ていただき、認知症の
ご本人やご家族への説明等にご活用ください。 



出雲市の認知症施策【認知症初期集中支援チーム】

　認知症が疑われる人や認知症の人をできるだけ早期に適切な医療・介護サービスにつな
げることができるよう、医療・介護の専門職からなるチームがサポートします。 ご利用につい
ては御相談ください。

6



出雲市の認知症施策【認知症サポート医会】

　認知症患者の診療に習熟し、かかりつけ医の支援等を行うための専門研修を修了した「認
知症サポート医」(令和７年(2025)１１月1日時点で出雲市内では２６名が登録)は、連絡会、
研修会等を実施されています。更に、島根大学医学部附属病院及びエスポアール出雲クリ
ニックでは、認知症疾患医療センターとして、かかりつけ医への支援を行っています。
 研修会のご案内があれば是非ご参加ください。

 
５月１３日
・「認知症の今昔」
　　石川脳神経内科医院　石川厚先生
・「認知症エキスパートに伺う～高齢者施設編～」

　　つむらファミリークリニック　津村弘人先生 
 9月2日
・「島根県における認知症施策」
　　島根県健康福祉部高齢者福祉課
　　地域包括ケア推進室　北村拓也氏
・「高齢者と頭痛」
　　あさやま内科クリニック　朝山康祐先生 
12月23日
・「地域一般病院での認知症の入院対応
　～総合内科医として～」
　　出雲徳洲会病院　神経内科部長　小黒浩明先生
・「軽度認知障害とかかりつけ医」

　　深田医院　院長深田倍行先生 
3月10日
・「認知症の原因・予防についての新しい視点と
　　BPSDへの対応」

　　エスポアール出雲クリニック　院長高橋幸男先生 

（参考）令和7年度出雲認知症研修会（出雲認知症サポート医会主催） 
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出雲市の認知症施策【認知症カフェ】

認知症カフェは認知症の本人や家族等が悩みや情報を共有し交流できる場です。ご家族や
ご本人をご紹介ください。ケアマネや事業所の皆様の参加もどうぞ。
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出雲市の認知症施策【行方不明への対応】

　行方不明時の早期発見のため、出雲市社会福祉協議会が、出雲警察署と連携して行う
「出雲市認知症高齢者等ＳＯＳメール安心ネットワークシステム」＊による取組と市の公式ラ
インでの発見協力依頼を実施しています。行方不明のおそれのある高齢者等の事前登録や、
発見協力者のご登録をお願いします。 

＊　　SOSメール：認知症
などが原因で、記憶力・
判断力が低下すること
により、外出後に道を間
違えたり、自分の家がわ
からなくなったりした時、
協力者に行方不明者の
情報をメールで配信し、
より多くの目で捜索する
ことによって少しでも早く
家族のもとへ帰れるよう
にするシステム です。
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総合事業マニュアルの改訂について
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今後の総合事業の推進について

（課題）
　2040年のサービス需要の増加を踏まえれば、介護福祉士等の専門職が重度高齢者へ専
門性が発揮できるよう、軽度高齢者については、可能な限り多様なサービスへ機能分化を
推進していくことで、限られたサービス資源を効率的かつ効果的に活用できる体制を構築し
ていく必要がある。

　しかしながら、訪問型サービスについては実績がほとんどなく、従前相当サービスからの
機能分化について、需要変化の緩やかな第９期計画期間において一層の強化を図って行く
必要がある。

（事業の方向性に関する論点）

①　要支援等の軽度高齢者への介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントによるサービ
ス調整における専門職などの介護資源の投入量の多い従前相当サービスの利用につ
いては、サービス需要が増大する中、真に必要な方へ持続可能な形でサービスを届け
ていく必要がある。

　　　今後、従前相当サービスの新規利用の適正化に向け、地域ケア個別会議等において
多角的に検証し、本市の実情を踏まえた運用の見直していくこととしてはどうか。

②　第９期計画期間中に多様なサービスの提供体制を構築し、機能分化を推進していくた
め、当該計画期間中の支援を強化するとともに、実効性の高い支援ルールを検討してい
くこととしてはどうか。

令和６年度第２回介護保険運営協議会地域支援部会

令和7年(2025)1月30日
資料2-4
改

令和6年度介護保険運営協議会地域支援部会
で提案し、承認を得る。

これらについて検
討し、検討結果を
踏まえ総合事業の
マニュアルを改訂
する
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令和８年度からの総合事業マニュアルの改訂内容(概要)について

　●(p2)各サービスについて、従前、サービスA・B・C・Dから、分かりやすい通称を命名

　●(ｐ4)総合事業の考え方に、状態に応じたサービス利用についての記載追加

　●(p６)継続利用要介護者に関する記載の追加

　●(p7)一般介護予防事業に関する記載を、広く介護予防の取組に関する記載へ変更

　●(p8、15)訪問Bの利用料等の変更

　●(p10～16)各サービスの対象者像等について、出雲市の状況及び国の総合事業のガイドラインを踏まえたものへ変更

　●(p17)サービスの併用について、総合事業と予防給付、介護給付の併用及び訪問Bと他の訪問サービスの併用を整理

　●(p18～19)サービス検討時におけるサービス選択の考え方・自立支援・重度化防止の推進のため、各サービスのケアマネ

　　　ジメントにおいて、特に意識して欲しいポイントを示す(目標の具体化・明確化、サービス卒業に向けた流れ等）　

　●(p20)サービスAのケアマネジメントを、ケアマネジメントAからケアマネジメントBへ変更

　●(p20～２１)AIモニタリング加算の記載追加

　●(p21)初回加算、委託連携加算の説明文の追加

　●(p22)ケアマネジメントCにおけるいきいき生活ノート(出雲市版介護予防手帳)の活用に係る記載追加

　●(p23)ケアマネジメントの実施に係る記載追加
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出雲市公式ホームページへの総合事業マニュアル等の掲載先

「総合事業における多様なサービス(サービスA、B、C、D)に係る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者及びケアマネ向けの情報」

　▶ホーム⇒事業者の方

　　⇒保健衛生・福祉・子育て

　　　⇒介護・介護予防

　　　　⇒介護予防（総合事業・介護予防支援）

※改定後のマニュアル等は、令和８年４月以降に掲載予定です。
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AIを活用したモニタリング電話サービス利用補助について
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介護人材確保・定着推進事業

AI活用による居宅介護支援事業所業務負担軽減事業
■AIを活用したモニタリング電話サービス利用補助（R8.7～）

居宅介護支援事業所がAIを活用してモニタリングを実施する場合、その実施に必要な
経費の一部を補助します。
※介護予防ケアマネジメントにおけるモニタリングが対象。

項目 金額等
特定事業所

補助率 1/2 1/2
補助額（上限） 100,000円※1 500,000円※2

利用者数（上限） 20人 100人
AIモニタリング電話利用料：850円/コール
※1　850円×月1回×12月×利用者(対象となる要支援者)  20名×1/2＝102,000円
※2　850円×月1回×12月×利用者(対象となる要支援者)100名×1/2＝510,000円
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高齢者あんしん支援センター等における実証事業（R7.7～）実施イメージ

介護予防ケアマネジメント (現状)

訪問
(3ヶ月毎)

モニタリング モニタリング

訪問
(3ヶ月毎)

電話
(月1～2回)

介護予防ケアマネジメント (実証)

※要支援・基本
チェックリスト 
該当者

NAVER CareCallシステム

ケアマネジャー

毎月のモニタリング電話をAI（CareCall）に置き換えて実施

高齢者あんしん支援センター
電話

(毎月)

ケアマネジャー

結果の共有・
反映

あんしん支援センター
でございます

業務効率化・負担軽減 ケアの質の維持・向上 対応の標準化、属人化防止 記録・報告業務の簡素化
電話対応や記録作成の手間が減り、
他業務に充てる時間が確保できる。

状況の変化を見逃しにくくなり、必
要な対応が迅速になる。

聞き取り項目や記録様式の定型化に
より担当者によるモニタリングのバ
ラつきが減る。

自動通話記録や音声⇒テキスト変換
により記録作成にかかる時間が短縮
される。

・継続的な見守りによる
  心理的安心感
・変化の早期把握と適切な
　支援につながる安心感
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「ルピナスネット出雲」電子＠連絡帳の活用について
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電子＠連絡帳について

・医療・介護・福祉・行政など、市民の健康や福祉を支える

　　関係者をつなぐ「多職種連携プラットフォーム」

・チャット/掲示板形式で患者・利用者の情報を

　高度なセキュリティ下で安全に連携し、「業務負担の軽減」

投稿すると
支援メンバー
みんなに伝わる！

・患者や利用者情報だけでなく、日々の業務に役立つ
　医療・介護・福祉に関する様々な「情報交換の場」
　　Ex.研修会情報、行政情報、事業所情報、　等

✓　空き時間にやり取り（隙間時間を活用）
✓　文書ファイルや画像など大きなファイルも共有可能
✓　アンケートやスケジュール機能
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電子@連絡帳で、できること

面倒なやりとりも、写真、動画、添付ファイルで解決

「医療画像」の共有

連絡ノートの共有したいページを写真に撮ってアッ

プすれば、いちいち連絡ノートを見に行く手間も省

けます。

ノート代わりにも。

「連絡ノート」の共有

患者の患部写真を登録して共有したり、写真にコメントを

付けたりする事もできます。

患者の症状も。

「写真」の共有

届いたFAXをその都度登録する習慣にしておけば、

FAXがたまることもありません。

たまったFAXも。

「FAX」画像の共有

病院等で撮影したCTやMRI画像も登録すれば、内

外の関係者とも簡単に情報共有する事ができます。

共有したい画像も。

医師や看護師、ケアマネジャーなど複数が関わる文書など

も手軽に登録できます。

ExcelやWordも添付できます。

報告書や必要書類も。

「文書ファイル」の共有

スマートフォンやタブレットで撮影した動画ファイルの共

有も可能です。日常の様子を撮影・共有し予防ケアの参考

にできます。※ファイルサイズは10～20秒（30MB）程度を推奨します。

歩行や嚥下の様子も。

「動画ファイル」の共有

「ルピナスネット出雲」

電子＠連絡帳
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電子＠連絡帳の活用例

書類（情報提供書）の電子データによる送付 ✓ペーパレス化で「コストカット」

在宅支援チームにおける情報共有 ✓1対多数の連絡で「業務効率化」

⇒ ケアマネジャーの調整業務、介護サービス事業所からの利用者に関する情報共有、

 支援に関する報告・相談 等

 介護施設と嘱託医との連携 ✓動画や写真で「正確に情報共有」

⇒ 往診前や看取り期等の情報提供（バイタル、相談内容など）、処方依頼、皮膚状態等の写真添付、

  総合病院受診結果や検査データ共有

地域資源マップで事業所情報を検索 ✓迅速に適切なサービスにつなげる

⇒医療・介護事業所、通いの場、高齢者ふれあいサロン等を検索可能

その他、患者・利用者に関わらない専門職間の情報共有

⇒職能団体の情報共有、事業所内での掲示板等

使い方次第で幅広い場面の連携で活用が可能
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電子＠連絡帳の登録・活用状況

□登録事業所数：290事業所

□利用登録者数：590名
　　　（ケアマネジャー151名）

□患者支援対象数：1,553人
□記事数：11,477件

  ※令和8年2月20日時点

登録・利用は「無料」です。ぜひ積極的に登録・ご利用ください。
詳しくは「ルピナスネット出雲」ポータルサイトから（https://ptl.iij-renrakucho.jp/izumo/）

登録・利用は右肩上がりに上昇中！
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